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 暗がりでも，深夜の時間帯でもない。昼間の勤務

時間中に，小学校教職員が殺傷される事件が発生し
た。子どもから，また保護者からも信頼の厚かった
教員が，無分別な行為の犠牲にされてしまったこと

は残念至極である。 

 

 学校安全神話の崩壊などと誇張した表現をするこ

との是非はともかく，このような事件が発生した事
実を，「困ったことだ」と嘆くだけで済ませるわけ
にはいかない。同種の事件を防止するために，どの

ような方策を現実的にとりうるかを考えてみなくて
はならない。 
 公立学校は，「公の営造物」（国家賠償法第2条第

1項）に該当し，また，地方自治法上の「公の施設」
（第 244 条第 1項）に該当する施設であるが，その
本来的利用者は，学校教育を受ける児童・生徒等で

ある。実際には，児童・生徒等だけでなく，その保
護者，さらには地域の住民，関係業者等も定期的ま
たは臨時的に利用者となることがある。 

 ポイントの１つ目は，これら本来的利用者以外の
人々（便宜的に第２次的利用者と呼ぶ）の学校利用
に関して，どの程度まで具体性のある協力と，必要

と判断される規制（制限）を学校側として求めうる
かである。 
 しかし，これらの第２次的利用者に対して行いう

るのは，危険物（容易に他人を殺傷することのでき
る刀剣類や銃，爆発物の類）を持ち込まないことの
協力依頼までであって，個々の利用者に対しての所

持品検査を実施することには無理がある。第２次的
利用者に対して危険物の持ち込みを行わないことを
さらりと協力依頼するだけでも，学校側の安全対策

についての自覚的態度と方針を訴える効果は十分に

あると予想されるので，この点は徹底したい。 

 

 ポイントの２つ目は，不審者や不法侵入者への具
体的な備えをすることである。銀行等の金融機関と

異なり，学校に大金が保管されていないことは常識
となっており，多発する経済的目的の犯罪によけい
な神経を使わなくてもよいことは幸いであるが，世

の中にはこの種の犯罪だけでなく，今回のように，
小学校時代にいじめられたことを遠因として説明す
る類の犯罪も，ときには発生する。 

 今回の事件についての容疑者の真の動機が何なの
か，まだ判然としないけれども，過去の学校時代の
ことを逆恨みしての犯罪は，これまでも例を重ねて

いることに注意したい。大阪教育大学附属池田小学
校の児童・教職員らを殺傷した犯人が，かつて自分
が受験して合格できなかった小学校を犯行の場とし

て選んだことは記憶に新しい。 
 どのような不当な動機と不法な行為であれ，わが
国の学校は，多くの場合，不審者・不法侵入者に対

する具体的な対応策を本格的に検討して実践すると
いう経験が浅い。それをしないでも済んできたこと
は幸いであったけれども，学校の内部者による犯罪

を含め，学校での教職員や児童・生徒の生命を脅か
す事件が多発する現実をふまえ，不審者・不法侵入
者に対する具体的な対応策を講じることが必要とな

っている。教育委員会，学校，警察の三者連携に期
待されるところが大きい。 

（わかい・やいち＝上越教育大学教授） 
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